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決算特別委員会会議録（令和３年９月２日） 

 

出席委員  尾崎委員長 中川副委員長 大浦委員 脇坂委員 青山委員 角川委員 

竹原委員 古沢委員 浦田委員 髙橋委員 

欠席委員  なし 

説明のため出席した者  なし 

職務のため出席した事務局職員  藤名局長 高川局長補佐 

 

午前11時37分開会 

藤名局長 ただいまから、決算特別委員会を始めさせていただきます。 

 委員会条例第９条第２項の規定により、委員長が互選されるまでの間、年長委員の中

川勲委員に臨時委員長をお願いいたします。 

中川臨時委員長 ただいま紹介いただきました年長議員の中川勲です。委員長の互選のた

め、しばらく臨時に委員長の職務を行いますので、よろしくお願いいたします。 

 委員会開催前にご報告いたします。 

 報道各社から傍聴及び撮影の許可願が提出されていますので、これを許可いたします。 

 ただいまから令和３年９月定例会決算特別委員会を開会いたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりです。 

 日程第１、委員長の互選についてであります。 

 特別委員会の正副委員長は、滑川市議会委員会条例第８条の規定により、委員会にお

いて互選することとなっております。 

 お諮りいたします。 

 互選の方法はいかがいたしましょうか。 

髙橋委員 委員長は指名推選でしたらいかがかと思いますので、お諮り願います。 

中川臨時委員長 ただいま指名推選という声がありましたので、互選の方法につきまして

は、指名推選により臨時委員長において指名をいたしたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

 （異議なし） 

中川臨時委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、臨時委員長において指名することと決定しました。 
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 委員長に尾崎照雄委員を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 尾崎照雄委員を委員長とすることにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

中川臨時委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、尾崎照雄委員を委員長とすることに決定いたしました。 

 それでは、委員長と交代させていただきます。ご協力ありがとうございました。 

尾崎委員長 ただいま、指名により決算特別委員会の委員長を拝命いたしました尾崎でご

ざいます。 

 皆様の協力を得まして、しっかりと決算審査をやっていきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、日程第２、会議録署名委員の指名をいたします。 

 竹原正人委員、古沢利之委員にお願いいたします。 

 日程第３、副委員長の互選を行います。 

 お諮りいたします。 

 互選の方法はいかがいたしましょうか。 

髙橋委員 委員長と同じ指名推選にしたらどうかと思いますので、お諮り願います。 

尾崎委員長 ただいま指名推選との声がありましたので、互選の方法につきましては、指

名推選により委員長において指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

尾崎委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、委員長において指名することに決定いたしました。 

 副委員長に中川勲委員を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 中川勲委員を副委員長とすることにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

尾崎委員長 ご異議なしと認めます。 

 よって、中川勲委員を副委員長とすることに決定いたしました。 

 それでは、自席にて就任のご挨拶をお願いします。 

中川副委員長 それでは、私のほうから一言ご挨拶申し上げます。 
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 尾崎委員長の補佐をしながら、一生懸命決算審査をしていきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

尾崎委員長 それでは、確認いたします。 

 委員長を尾崎照雄委員、副委員長を中川勲委員とし、９月10日の本会議において発表

することといたします。 

 日程第４、その他につきまして何かありませんか。 

 （質疑する者なし） 

尾崎委員長 ないようですので、事務局より連絡事項です。 

藤名局長 決算特別委員会では例年同様に、当局からは総務部長、財政課主幹、会計管理

者が常時出席し、あとは各担当部課長が順次決算の説明を行い、質疑となります。 

 先日の定例議員協議会でもお伝えいたしましたが、当局へ審査に必要な資料として提

出を求めたい資料がございましたら、９月６日月曜日の正午まで事務局へ連絡願います。

質問の通告と同時刻であります。それより早くても構いませんので、提出してほしい資

料の請求をお願いいたします。 

 それから、委員会最終日に現地視察を行います。当局への連絡の都合もございますの

で、視察先の決定を９月16日の審査終了後に行いたいと思います。 

 各委員におかれましては、それまでに視察先の案を考えておいていただければと思い

ます。 

 事務局で視察候補を今挙げておりますが、浄化センターの耐震や長寿命化の工事、各

学校のＩＣＴ端末の活用状況、それから、昨年行けなかったんですが、ゲートボール場、

大分傷んでおるようなのでその様子、それから、千鳥の公共残土置場、これらを念頭に

置いております。各議員のほうでも、ここへ行けばいいんじゃないかとかというのがあ

りましたら、また９月16日の終了後に調整したいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 それから、指摘事項の提出についてでございます。 

 委員会の審査に基づきまして、当局に対し、今後改善を求める事項として提出いたし

ます。この指摘事項については、９月22日までに取りまとめる必要がございますので、

審査の進捗に合わせて、各委員から15日、16日の審査分につきましては17日に提出、17

日の審査分は21日の午前中に提出をお願いしたいと思います。 

 各委員の案を事務局で取りまとめた後、正副委員長と協議いたしまして、22日に全委
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員に配付して、現地視察後に協議を行いまして、伝票審査後に最終決定したいと考えて

おります。 

 以上であります。 

尾崎委員長 それでは、以上で決算特別委員会を終了いたします。 

 お疲れさまでした。 

午前11時46分散会 


